
●本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度におい

て緊急に講ずべき特別措置に関する法律案（仮称）＜予算関係法律案＞

本州四国連絡橋公団の財務状況にかんがみ、その債務の負担の軽減を図るために平成
十五年度において緊急に講ずべき措置として、政府による同公団の債務の承継に関する
特別の措置について定める。

政府は、本州四国連絡橋公団の債務のうち、政令で定める長期借入金及び本州四

国連絡橋債券に係る債務を一般会計において承継すること等を規定。

（抄）平成14年12月12日(木)「道路関係四公団の民営化について」 政府・与党申し合わせ

２．平成 年度予算に関連する事項15
① 本州四国連絡橋公団の債務処理等

有利子債務の一部（約 兆円）を切り離し、国の道路特定財源により早期に処理するとと1.3
もに、国及び地方による出資の期間を平成 年度まで 年間延長することにより、将来にお34 10
ける国民負担の膨張を避けるとともに、現行料金の引き上げを前提とせずに本四架橋としての

自立的経営を可能なものとする （後略）。

本州四国連絡橋公団債務の処理スキーム

Ｈ１５～Ｈ１９
自動車重量税の一部

本四公団
債務　　　約２．５兆円
出資金 　約０．９兆円
計　　　　約３．４兆円

本四公団
債務 　約３．８兆円
出資金 　約０．９兆円
計　　　　約４．７兆円

切り離し
債務
約1.34兆円

債務の切り離し

承継国債整理基金特別会計
　　　　　　↑
　　　　一般会計

全体予算額　約１．４７兆円（利払い含む）
Ｈ１５年度予算額　２，２４５億円

Ｈ１５出資金　８００億円
　　　国　　　　５３３億円
　地　方　　２６７億円



本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
の
債
務
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
に
平
成
十
五
年
度
に
お
い
て
緊
急
に
講
ず
べ
き
特
別
措
置

に
関
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

趣
旨

こ
の
法
律
は
、
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
（
以
下
「
公
団
」
と
い
う
。
）
の
危
機
的
な
財
務
状
況
に
か
ん
が
み
、
公
団
の
債

務
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
に
平
成
十
五
年
度
に
お
い
て
緊
急
に
講
ず
べ
き
措
置
と
し
て
、
政
府
に
よ
る
公
団
の
債
務
の

承
継
に
関
す
る
特
別
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
一
条
関
係
）

第
二

一
般
会
計
に
よ
る
債
務
の
承
継
等

１

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
時
に
お
い
て
、
そ
の
時
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
公
団
の
債
務
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を

、
一
般
会
計
に
お
い
て
承
継
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
条
第
一
項
関
係
）

一

長
期
借
入
金
に
係
る
債
務
及
び
当
該
債
務
に
係
る
利
息
（
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

以
前
に
発
生
し
て
い
る
利
息
の
う
ち
、
施
行
日
以
後
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
債

務

。
）

二

本
州
四
国
連
絡
橋
債
券
に
係
る
債
務
（
施
行
日
前
に
支
払
期
が
到
来
し
た
利
息
に
係
る
も
の
を
除
く



２

１
に
よ
り
政
府
が
承
継
す
る
債
務
は
、
公
団
が
、
当
該
債
務
の
負
担
の
軽
減
に
よ
り
、
そ
の
余
の
債
務
を
着
実
に
減
少

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
政
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
条
第
二
項
関
係
）

３

そ
の
他
債
務
の
承
継
に
関
す
る
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
条
関
係
）

第
三

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と

す
る
こ
と
。
（
附
則
関
係
）



本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
の
債
務
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
に
平
成
十
五
年
度
に
お
い
て
緊
急
に
講
ず
べ
き
特
別
措
置

に
関
す
る
法
律

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
（
以
下
「
公
団
」
と
い
う
。
）
の
危
機
的
な
財
務
状
況
に
か
ん
が
み
、
公
団

の
債
務
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
に
平
成
十
五
年
度
に
お
い
て
緊
急
に
講
ず
べ
き
措
置
と
し
て
、
政
府
に
よ
る
公
団
の
債

務
の
承
継
に
関
す
る
特
別
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
一
般
会
計
に
よ
る
債
務
の
承
継
）

第
二
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
時
に
お
い
て
、
そ
の
時
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
公
団
の
債
務
で
政
令
で
定
め
る
も
の

を
、
一
般
会
計
に
お
い
て
承
継
す
る
。

一

長
期
借
入
金
に
係
る
債
務
及
び
当
該
債
務
に
係
る
利
息
（
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以

前
に
発
生
し
て
い
る
利
息
の
う
ち
、
施
行
日
以
後
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
債
務

。
）

二

本
州
四
国
連
絡
橋
債
券
に
係
る
債
務
（
施
行
日
前
に
支
払
期
が
到
来
し
た
利
息
に
係
る
も
の
を
除
く

２

前
項
の
政
令
で
定
め
る
債
務
は
、
公
団
が
、
当
該
債
務
の
負
担
の
軽
減
に
よ
り
、
そ
の
余
の
債
務
を
着
実
に
減
少
さ
せ
る



こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
国
債
に
関
す
る
法
律
の
適
用
等
）

第
三
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
承
継
す
る
債
務
に
係
る
本
州
四
国
連
絡
橋
債
券
に
つ
い
て
は
、
国
債
整
理
基
金
特
別
会

計
法
（
明
治
三
十
九
年
法
律
第
六
号
。
第
二
条
第
二
項
を
除
く
。
）
、
国
債
に
関
す
る
法
律
（
明
治
三
十
九
年
法
律
第
三
十

四
号
。
第
六
条
及
び
第
八
条
を
除
く
。
）
そ
の
他
の
法
令
中
国
債
に
関
す
る
規
定
を
適
用
し
、
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
法
（

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
八
条
（
第
四
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
本
州
四
国
連
絡
橋
債
券
で
あ
っ
て
前
条
の
規
定
に
よ
る
承
継
の
際
現
に
社
債
等
登
録
法
（
昭
和
十
七
年

法
律
第
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
承
継
の
時
に
、
当
該
登
録
に
係
る
登
録
機

関
は
、
当
該
登
録
の
抹
消
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
登
録
を
受
け
て
い
る
事
項
を
日
本
銀
行
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

日
本
銀
行
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
通
知
を
受
け
た
事
項
の
登
録
を
行
う
も
の
と
す
る
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
は
、
国
債
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
登
録
と
み
な
す
。

５

第
一
項
に
規
定
す
る
本
州
四
国
連
絡
橋
債
券
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
承
継
の
日
以
後
二
週
間
、
国
債
の
登
録

（
相
続
、
遺
贈
、
合
併
、
強
制
執
行
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
由
に
よ
る
移
転
の
登
録
を
除
く
。
）
を
請
求
す
る
こ
と
が



で
き
な
い
。
国
債
の
登
録
の
除
却
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

附

則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
の
危
機
的
な
財
務
状
況
に
か
ん
が
み
、
同
公
団
の
債
務
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
平
成
十
五
年

度
に
お
い
て
、
当
該
債
務
の
一
部
を
一
般
会
計
に
お
い
て
承
継
す
る
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を

提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。



本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
の
債
務
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
に
平
成
十
五
年
度
に
お
い
て
緊
急
に
講
ず
べ
き
特
別
措
置

に
関
す
る
法
律
案
参
照
条
文

○

国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
法
（
明
治
三
十
九
年
法
律
第
六
号
）
（
抄
）

第
二
条

国
債
整
理
基
金
ニ
充
ッ
ヘ
キ
資
金
ハ
毎
年
度
一
般
会
計
又
ハ
特
別
会
計
ヨ
リ
之
ヲ
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
ニ
繰
入

ル
ヘ
シ

②
前
項
繰
入
額
ノ
中
国
債
ノ
元
金
償
還
ニ
充
ッ
ヘ
キ
金
額
ハ
前
年
度
首
ニ
於
ケ
ル
国
債
総
額
ノ
百
分
ノ
一
・
六
ニ
相
当
ス
ル
金

額
ト
ス

③
・
④

（
略
）

○

明
治
三
十
九
年
法
律
第
三
十
四
号
（
国
債
ニ
関
ス
ル
法
律
）
（
明
治
三
十
九
年
法
律
第
三
十
四
号
）
（
抄
）



第
一
条

国
債
ノ
発
行
価
格
、
利
率
、
償
還
期
限
其
ノ
他
起
債
ニ
関
シ
必
要
ナ
ル
事
項
並
ニ
元
金
償
還
、
利
子
仕
払
、
証
券
及

登
録
ニ
関
シ
必
要
ナ
ル
事
項
ハ
財
務
大
臣
之
ヲ
定
ム

②
前
項
ノ
国
債
ニ
関
ス
ル
事
務
ハ
財
務
大
臣
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
日
本
銀
行
ヲ
シ
テ
取
扱
ハ
シ
ム

③

（
略
）

第
二
条

国
債
ニ
対
シ
テ
ハ
無
記
名
証
券
ヲ
発
行
ス

②
国
債
ノ
登
録
ヲ
為
ス
場
合
ニ
於
テ
ハ
証
券
ヲ
発
行
セ
ズ

第
三
条

登
録
国
債
ヲ
移
転
シ
又
ハ
登
録
国
債
ヲ
以
テ
質
権
ノ
目
的
ト
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
登
録
ヲ
受
ク
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
以

テ
政
府
其
ノ
他
ノ
第
三
者
ニ
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
六
条

無
記
名
国
債
証
券
又
ハ
其
ノ
利
札
ヲ
滅
失
又
ハ
紛
失
シ
タ
ル
者
ハ
其
ノ
証
券
又
ハ
利
札
ノ
持
参
人
カ
償
還
又
ハ
仕
払

ヲ
受
ケ
タ
ル
場
合
ニ
ハ
其
ノ
金
額
及
其
ノ
仕
払
ノ
日
以
後
ノ
利
子
ヲ
弁
償
ス
ヘ
キ
旨
ヲ
約
シ
テ
担
保
ヲ
提
供
シ
其
ノ
元
金
ノ

償
還
又
ハ
利
子
ノ
仕
払
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
取
扱
銀
行
ノ
確
実
ト
認
メ
タ
ル
保
証
人
ヲ
立
テ
担
保
ノ
提
供
ニ
代
フ
ル

コ
ト
ヲ
得

②
担
保
ヲ
提
供
シ
タ
ル
者
カ
債
務
ノ
履
行
ヲ
為
サ
サ
ル
ト
キ
ハ
担
保
ヲ
以
テ
之
ニ
充
テ
過
剰
額
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
還
付
ス



③
金
銭
以
外
ノ
担
保
ハ
之
ヲ
公
売
ニ
付
ス

④
公
売
ニ
関
ス
ル
規
定
ハ
財
務
省
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第
八
条

民
法
施
行
法
第
五
十
七
条
ノ
規
定
ハ
国
債
証
券
及
其
ノ
利
札
ニ
之
ヲ
適
用
セ
ス

○

民
法
施
行
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
一
号
）
（
抄
）

第
五
十
七
条

指
図
証
券
、
無
記
名
証
券
及
ヒ
民
法
第
四
百
七
十
一
条
ニ
掲
ケ
タ
ル
証
券
ハ
公
示
催
告
ノ
手
続
ニ
依
リ
テ
之
ヲ

無
効
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得

○

本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
一
号
）
（
抄
）

（
借
入
金
及
び
本
州
四
国
連
絡
橋
債
券
）

第
三
十
八
条

公
団
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
長
期
借
入
金
若
し
く
は
短
期
借
入
金
を
し
、
又
は
本
州
四
国
連



絡
橋
債
券
（
以
下
「
債
券
」
と
い
う
。
）
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
短
期
借
入
金
は
、
当
該
事
業
年
度
内
に
償
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
資
金
の
不
足
の
た

め
償
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
償
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
金
額
に
限
り
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
を
受
け

て
、
こ
れ
を
借
り
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
借
り
換
え
た
短
期
借
入
金
は
、
一
年
以
内
に
償
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
債
券
の
債
権
者
は
、
公
団
の
財
産
に
つ
い
て
他
の
債
権
者
に
先
だ
つ
て
自
己
の
債
権
の
弁
済
を
受

け
る
権
利
を
有
す
る
。

５

前
項
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
民
法

の
規
定
に
よ
る
一
般
の
先
取
特
権
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

６

公
団
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
債
券
の
発
行
に
関
す
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
銀
行
又
は
信
託
会
社
に

委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
三
百
九
条
、
第
三
百
十
条
及
び
第
三
百
十
一
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定

に
よ
り
委
託
を
受
け
た
銀
行
又
は
信
託
会
社
に
つ
い
て
準
用
す
る
。



８

第
一
項
及
び
第
四
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
債
券
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

○

社
債
等
登
録
法
（
昭
和
十
七
年
法
律
第
十
一
号
）
（
抄
）

第
二
条

社
債
ノ
登
録
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
法
人
（
以
下
登
録
機
関
ト
称
ス
）
ヲ
シ
テ
之
ヲ
取
扱
ハ
シ
ム

第
三
条

社
債
ノ
登
録
ハ
社
債
権
者
ノ
請
求
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
為
ス

②

（
略
）

第
四
条

登
録
ヲ
為
シ
タ
ル
社
債
ニ
付
テ
ハ
債
券
ハ
之
ヲ
発
行
セ
ズ

②

（
略
）

第
十
四
条

本
法
ハ
地
方
債
、
特
別
ノ
法
令
ニ
依
リ
設
立
セ
ラ
レ
タ
ル
法
人
ニ
シ
テ
会
社
ニ
非
ザ
ル
モ
ノ
ノ
発
行
ス
ル
債
券
及

内
閣
府
令
、
法
務
省
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
外
国
又
ハ
外
国
法
人
ノ
発
行
ス
ル
公
債
又
ハ
社
債
ニ
之
ヲ
準
用
ス


